
　個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届同時用)

　　出生子のマイナンバーカードの発行をお急ぎで希望する場合は、以下の項目を記入のうえ、出生届と同時に申請してください。   

　　 　書留郵便による送付を希望 窓口受取希望

※確実に受け取ることができる方に限り、「転送不可の簡易書留」で 　本庁(市民課) 大屋地域局

　　　 　カードが送付されます。 　養父地域局 関宮地域局

【注意事項】

　　※設定した暗証番号は、届出前にご自身でお控えください。

　　※出生届と同時に申請しなかった場合、３～４週間後に「紙の番号通知書と申請書」が郵送されます。

　　※届いたマイナンバーカードには、保険証の利用登録がされていません。別途、ご自身のスマホや病院窓口等で登録が必要です。

　　※住所地に出生届を提出しなかった場合、カードの配達まで２週間以上の期間が掛かります。

お子様氏名( )

法定代理人氏名( )


